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刀林会 
三橋記念国際交流基金 留学助成運用細則 

 
1. 助成対象者 

下記の諸条件をいずれも満たす者。但し過去に当助成金を受領した者は対象外とする。 
(1) 刀林会会員の者 

（年会費を納入しており、入会後 3年を経過していること） 
(2) 満 40歳未満の者 
(3) 技能習得などの短期海外研修・海外留学等を受け入れる医療機関・学術研究機関が決定してい

る者 
(4) 既に海外留学中の者 
(5) 国内外を問わず、他機関・財団の 300万円以上の留学助成等を受領又は受領予定でない者 

 

2. 推薦者 
推薦は、原則として 1推薦者につき 1件とする。 
(1) 外科学教室 各診療科教授 
(2) 医学部長 
(3) 関連病院長・部長・医長 
(4) 刀林会理事長 

 
3. 助成内容及び件数 

(1) 採択者には出発準備・渡航費・滞在費として、短期海外研修は 1件 30万円、6ヶ月以上の海外
留学は 1件 50万円の助成金を支給する。 

(2) 年間の総助成件数を短期海外研修 4件、海外留学 1件以内を原則とする。 
(3) その他希望があれば、応募可能な助成金情報の提供を行う。 
 

4. 応募方法 
下記の書類を提出する。 
(1) 申請用紙（推薦文を含む所定の様式、別記） 
(2) 技能習得などの短期海外研修・留学受け入れが決定していることを証明する国外の大学等学術

研究機関が発行した書類 
(3) 書類提出先：慶應義塾大学医学部外科同窓会刀林会事務局 

〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 
 

 
5. 選考方法 

(1) 刀林会国際委員会において選考し、理事会で承認し、社員総会に選考結果を報告する。 
(2) 選考基準として論文業績・語学資格・専門医資格・過去 3年間における臨床実績等から総合的

に決定する。 
 

6. 応募締切日 
1月 31日、7月 31日（年 2回） 
 

7.  採否の通知 

(1) 応募締め切り日の 2か月後（3月 31日又は 9月 30日）までに採択者に郵送又はメールにて通
知し、外科学教室ホームページに掲載する。 

(2) 毎年、刀林会総会にて採択者の報告を行う。 
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8.  助成金の交付 
毎年応募締め切り日の 2か月後（3月 31日又は 9月 30日）以降、採択者に一括振込みをする。 

 
9.  報告の義務 

(1) 短期海外研修・海外留学中又は留学後に、会紙『刀林』上で報告を行う。 
(2) 短期海外研修・海外留学中又は留学後に、刀林会全員集会にて報告を行う。 
(3) 成果報告書（所定の様式、別記）を帰国後 6か月以内に提出する。 

対象となる短期海外研修もしくは海外留学の成果を論文化する際には、本助成につ 
いて以下の文言をもって謝辞に明記する。 

（This study sported by Mihashi Memorial Foundation for International Exchange Grant-in-
Aid for study abroad, awarded by“Torin-kai”the Alumni Association of the Department 
of Surgery, Keio University School of Medicine） 

 

10.  規則の変更 
  この規則は、理事会の議決によって変更することができる。 
 
 
附則１ この規則は、令和 2年 10 月 27 日から施行する。 
          令和 5年 6月 3日に改訂 
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三橋記念国際交流基金 留学助成応募用紙 

刀林会   年  月  日    

理事長殿 

応募者氏名
ふりがな

  

生年月日 

学 位 

     年   月   日生  （   歳） 

                  （     年取得） 

出身大学  卒業年        年 専門分野  

留学先 
 

短期海外研修・海外留学  研修・留学予定期間 

 

〇で囲む                         年     月    日 ～     年    月    日 

 

応募者略歴 

 

 

留学目的 

 

 

 

 

 

 

推薦者氏名
ふりがな

                                           ㊞ 

推薦者所属・役職 
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推薦文（別紙可） 

 


